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 名古屋市食品衛生監視指導計画は、食品衛生法及び関係法令に基づく監視指導等の

事業を重点的、効果的かつ効率的に実施するために、食品衛生法第 24 条第 1 項に基

づき毎年策定し、公表するものです。 

このたび、「令和５年度 名古屋市食品衛生監視指導計画」の実施結果をまとめまし

たのでお知らせします。 
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本市では、市民の食の安全・安心を確保するため、名古屋市食の安全・安心条例に

基づいて「食の安全・安心の確保のための行動計画」を定め、中期的な視点で総合的

かつ計画的に施策を実施しています。 

さらに、単年度の計画として監視指導計画を策定し、これに基づき監視指導や検査

を実施するとともに、食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進や、市民への食品

衛生に関する正しい知識の普及を図りました。 

 
 

 

 

１ 監視指導計画の実施機関 

各区保健センター、食品衛生検査所、食肉衛生検査所（以下「保健センター等」とい

う。）、衛生研究所及び食品衛生課が、それぞれの役割のもと、互いに連携し、監視指導

計画に基づく各事業を行いました。 

 

２ 関係機関との連携 

（１）国及び他自治体との連携 

広域的に流通する食品や輸入食品等の監視指導において、違反又は不良食品を発

見した場合には、製造所を管轄する自治体に対し、速やかに情報提供を行うなど、連

携して対応しました。 

また、全国食品衛生主管課長会議、21 大都市食品衛生主管課長会議、東海・北陸

7 県 12 市食品衛生主管課長会議等の会議において、情報共有を図りました。 
 
 

（２）市役所庁内関係部局との連携 

庁内６局 1 委員会で構成する「名古屋市食の安全・安心対策推進本部会議」を開

催し、名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画に基づく事業の実施について

協議を行いました。また、幹事会やワーキンググループ会議による食の安全・安心に

関する情報交換を行いました。 
 
 

（３）その他関係機関との連携 

食品表示に関しては、必要に応じて農林水産省東海農政局や愛知県農業水産局等

と相互に情報共有を行い、連携を図りました。

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 監視指導計画の実施機関・関係機関との連携 
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１ HACCP に沿った衛生管理の定着に向けた指導・助言等  

HACCP（ハサップ）とは、原材料の受け入れから最終製品までの工程ごとに、危

害要因を分析し、危害防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録する衛生

管理システムです。改正食品衛生法により、原則として全ての食品等事業者は

「HACCP に沿った衛生管理」を実施する必要があります。 

 

保健センター等は、監視指導や窓口での相談や講習会等の機会を通じ、業界団体が

策定し、厚生労働省が内容を確認した業種別手引書や本市の導入支援ツール等を活

用し、HACCP に沿った衛生管理の導入に向けた指導又は助言を行いました。また、

事業者の HACCP に沿った衛生管理の実施状況について、定期的な立入検査や営業

許可の更新の機会に、衛生管理計画や手順書の内容、記録等の確認及び検証の評価

を行い、事業者の HACCP に沿った衛生管理の実施の定着に向けた必要な指導又は

助言を行いました 

 

さらに、学校、保育所等の給食従事者に対して、HACCP 制度化を踏まえた研修や

講習会を実施しました。 

今後も引き続き、すべての事業者に定着するよう必要な指導又は助言を行います。

また、新たに営業を開始する事業者等に対しては、円滑に HACCP 制度化に対応で

きるよう導入支援を行います。 

 

  

 

Ⅲ 令和５年度の重点事項 
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２ カンピロバクター食中毒防止対策の強化 

近年、カンピロバクター食中毒が全国で多発しており、本市では平成 31 年度～令

和 5 年度の 5 年間で 34 件発生しました。そのうち 30 件で生又は加熱不十分な鶏

肉料理が提供されていました。そこで、５月及び９月を「カンピロバクターによる食

中毒防止のための監視強化月間」と定め、重点的に事業者指導や消費者啓発を行いま

した。 

 

（１）鶏肉を取扱う事業者への監視指導 

飲食店等の事業者に対し、鶏肉の生食によるリスクを広く周知し、「加熱用」とし

て販売された鶏肉は中心部まで十分加熱し提供するよう指導しました。 

また、食鳥処理場、食肉処理施設、食肉販売店等の事業者に対し、指導検査を行っ

たほか、衛生的な取扱いによる汚染防止の徹底や「加熱用」の表示等により飲食店等

に確実な情報伝達を行うよう指導しました。 

 

（２）消費者への予防啓発 

消費者に対し、鶏肉の生食等による食中毒の発生状況などの情報を広く周知し、飲

食店を利用する際には十分に加熱された鶏肉料理を選択するよう啓発するとともに、

家庭における食中毒防止について注意喚起を行いました。 

特に、患者数が多い傾向にある若年層に向けては、20 代の大学生や出産前の両親

に対しリーフレットやまな板などによる啓発を行いました。 

また、テレビ・ラジオ等の媒体による広報、ターゲティング広告や、メールマガジ

ン、Ｘ（旧：Twitter）による啓発、食の安全・安心フォーラムの開催、学校の新聞

等へ記事の掲載、幼保育園へのリーフレットの配布等の啓発を行いました。 

  

   令和 6 年度は、市内の発生状況をふまえ、引き続き年間を通じて事業者への監視

指導及び消費者への啓発を行うとともに、５月及び９月を監視強化月間として、生又

は加熱不十分な鶏肉料理を提供する飲食店等に対する監視指導を重点的に行います。 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
カンピロバクター食中毒防止 

啓発リーフレット（事業者向け） 

カンピロバクター啓発まな板 
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３ リスクコミュニケーションの充実 

食の安全・安心を確保するためには、事業者や行政が様々な取組みにより安全を確

保し、その取り組みについて消費者が情報を得て理解し納得することが必要です。関

係者間で情報や意見を交換するリスクコミュニケーション事業を充実することで、

食の安全への信頼の醸成を図ります。 

新たな方式を取り入れながら、幅広い年代に対し食の安全に関する正確な情報を

提供し、理解を深める事業を実施しました。 

  

（１）消費者等への情報提供・啓発 

メールマガジン、Ｘ（旧：Twitter）、ウェブサイト、

広報誌、広報番組など各種媒体や啓発資材を活用し、

食の安全に関する情報提供や啓発を行いました。 

また、新たにインターネットのターゲティング広告

を用いてカンピロバクターについての啓発を行いまし

た。その他、食品表示の基礎知識や市の取組みなどを

情報提供しました（詳細は「Ⅵ 2 食の安全に関する情

報発信」（P.24）を参照）。 

 

（２）消費者の学習機会の確保、市民意見を反映した施策の実施 

ア 食品安全・安心学習センター事業 

幅広い世代の消費者を対象に、中央卸売市場本場や食品衛生検査所内の見学、

食の安全について学ぶ体験講座を実施するとともに、身近な施設での出張形式の

講座を行いました（表１、表２（P.5））。 

夏休み期間中には、「夏休み親子体験教室」を実施し、親子で身近な食べ物に

ついて学ぶ体験講座を行いました。出張講座では、科学館の来館者、保育園児、

トワイライトスクールの小学生を対象に講習会や簡易な体験講座を行いました。 

また、公式ウェブサイトやＸ（旧：Twitter）、動画等を活用し情報発信を行い、

食の安全に関する情報や講座内容を随時お知らせしました。 

 

表１ 食品安全・安心学習センター事業の実施結果 

名称 実施回数 参加者数 

食品安全・安心学習センター事業 75 2,396 

 内

訳 

所内実施 45 509 

 出張講座 30 1,887 

 

 

 

動画公開中 

なごや動画館「まるはっちゅ～ぶ」 

3ch 健康・福祉・子育てにて公開中 
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表２ 食品安全・安心学習センター事業における体験講座（一例） 

講座メニュー 

・ギョギョッと発見！おさかなの世界 

魚のクイズや耳石探しを通して、魚について知ることができます。 

・安全に食べよう！鶏肉講座 

 全国で多く発生しているカンピロバクター食中毒や、安全に鶏肉を食べる方法

について知ることができます。 

・野菜 Vege 講座 

野菜のクイズなどを通して、野菜の種類や残留農薬の検査について知ることが

できます。 

※メニューの一部は、出張講座でも実施しました。 

 

イ 保健センターにおける講習会等 

消費者を対象に、家庭での食中毒予防や食品表示等について講習会を行いまし

た（表３）。 

両親学級（パパママ教室）や乳幼児健診等では、妊産婦や乳幼児が注意すべき食

品やアレルゲン表示等についての情報提供を行いました。また、子育て支援の所管

課の公式ウェブサイトでも食中毒予防について掲載をしました。 

 

表３ 消費者に対する講習会の実施結果 

実施回数 参加者数 

255 3,456 

 

ウ 消費者、事業者、市の間での情報及び意見交換等 

(ア)  名古屋市食の安全・安心推進会議 

学識経験者、消費者、事業者、市がそれぞれの

立場から、食の安全・安心の確保に関する事項に

ついて協議する場として、「食の安全・安心推進

会議」を開催しました（表４（P.6））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市食の安全・安心推進会議 
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表４ 名古屋市食の安全・安心推進会議開催状況 

 

(イ) 意見交換会 

食の安全・安心フォーラムや一日食品衛生監視員、懇談会等を実施しました。

意見交換会では、消費者、事業者及び市が、それぞれの立場から食の安全･安心

について意見交換することにより、相互理解を深めました（表５）。 

 

表５ 意見交換会の実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間 主な内容 

令和５年７月 12 日 

・名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画 2023 に

基づく事業等の令和４年度実施状況について 
・名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画 2028 中

間案について 

等 

令和６年 2 月８日 

・名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画 2023 に

基づく事業等の令和 5 年度実施状況について 

・名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画 2028（案）

に対する市民意見の内容及び市の考え方について 

 等 

名称 主な内容 参加者 

食の安全・安心 

フォーラム 

（11 月 23 日開催） 

「知ろう、考えよう、輸入食品～輸入食品の安全

性確保の取組み～」をテーマに、情報提供と意見

交換を実施 

73 名 

一日食品衛生監視員 

（８月３日実施） 

市民の方が食品衛生監視員となり、中央卸売市場

本場の監視体験と意見交換を実施 
９名 

食の安全・安心懇談会 

（9 月 14 日開催） 

「身近で起こる食中毒を予防する」をテーマに、

意見交換を実施 
１２名 

消費者懇談会等 
食中毒予防、HACCP に沿った衛生管理等につい

て、情報提供と意見交換を実施 

19７名 

（７回） 
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(ア)  食の安全・安心モニター制度 

「活動モニター」と「意見モニター」の2種類を設け、消費者から情報や意見等を

いただきました。 

活動モニターを39名に委嘱し、食品販売施設の衛生管理状況やアレルゲンの食品

表示等の調査を行い、清掃の不備や食品の保存方法が不適切な施設等の報告があり

ました。必要に応じ、保健センターが調査や改善指導を行いました（表６）。 

意見モニターを260名に委嘱し、食肉の生食の危険性、輸入食品、食物アレルギ

ー表示等、年間通じて計4回の食の安全に関するアンケート調査を実施しました。 

いずれのモニターとも、市民の目線から市の事業に対する意見等をいただき、次

年度の監視指導計画へ反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査区分 調査件数 
保健センターに 

よる改善指導件数 

食品販売施設 240 13 

食品の表示等 1,352 18 

食の安全・安心フォーラム 一日食品衛生監視員 

表６ 活動モニターによる調査結果 
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１ 食中毒防止対策 

（１）カンピロバクターによる食中毒防止対策 

「Ⅲ 2 カンピロバクター食中毒防止対策の強化」（P.3）を参照。 

  

（２）ノロウイルスによる食中毒防止対策 

ノロウイルス食中毒は、ほとんどが冬季に発生してい

ます  が、5 月や 8 月に発生している事例もあり、年

間を通した食中毒防止対策が必要です。その原因のほと

んどが調理従事者由来（感染した従事者の手指等を介し

た食品汚染）であり、市内で過去 5 年間に発生したノロ

ウイルス食中毒においても、約 8 割が従事者由来と考え られました。調

理従事者の健康状態の確認や、不顕性感染を前提とした 手洗いの徹底等

の衛生管理が重要です。 

 

  11 月から 2 月を「ノロウイルスによる食中毒防止

対策期間」と定め、重点的に事業者指導や消費者啓発を

行いました。 

  事業者に対し、食品衛生責任者講習会等を活用し、手

洗いの徹底や食品の十分な加熱等、ノロウイルス食中

毒防止に関する周知を行いました。 

  消費者に対し、保健センターにおける講習会やＸ（旧：

Twitter）での情報提供により啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 監視指導及び食品等の検査の実施 

市内で過去 5 年間に発生した 

ノロウイルス食中毒の発生原因 

（平成 31 年 1 月～令和 5 年 12 月） 

ノロウイルス食中毒予防 

啓発リーフレット 

動画公開中 

①正しい 

手の洗い方 

② 消 毒 液 の

作り方 

③ 汚 物 処 理

の方法 

なごや動画館「まるはっちゅ～ぶ」3ch 健康・福祉・子育てにて公開しています。 
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（３）アニサキスによる食中毒防止対策 

アニサキスは、寄生虫の一種で、その幼虫がサバ、アジ、サンマ、カツオ等の生鮮

魚介類に寄生します。アニサキス食中毒は、飲食店のほか、スーパーで購入した刺身

等が原因で発生しており、令和 5 年は、全国の病因物質別食中毒発生件数が第 1 位

（432 件）であり、市内においては第 3 位（3 件）でした。 

 

刺身等、生で食べる鮮魚介類を冷凍処理すること、処理の際に目視によりアニサキ

スを確実に除去することなどアニサキス食中毒の予防方法について、講習会の実施

やリーフレット、ホームページ等の活用により、事業者指導や消費者啓発を行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他の食中毒防止対策 

   腸管出血性大腸菌 O157 等による食中毒防止対策として、牛の生食

用食肉や牛レバー、豚肉（内臓を含む）等の食肉を取り扱う施設に対し、

規格基準の遵守等について監視指導を行いました。また、食肉の十分な

加熱調理について事業者指導や消費者啓発を行いました。 

 

過去の食中毒事例を踏まえ、ウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌等の細菌

性食中毒、アニサキス以外の寄生虫や植物性自然毒等の食中毒についても、事業者

指導や消費者啓発を行いました。 

 

  フグによる食中毒防止のため、事業者に対する法令等の周知及び遵守の徹底を図

るとともに、消費者に対し、公式ウェブサイト等を用いて、素人調理の危険性等に

ついて啓発を行いました。 

アニサキス食中毒防止 

啓発リーフレット 

アニサキス食中毒発生状況 

（全国、令和 5 年） 

※令和 5 年度厚生労働省審議会資料より 
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 テイクアウトやデリバリーを行う事業者に対し、製造及び販売等の衛生管理のポ

イントをまとめたリーフレットにより監視指導を行い、公式ウェブサイト等により

情報提供をしました。併せて、消費者に対し、速やかに喫食する等の利用時のポイ

ントをリーフレットや公式ウェブサイト等で情報提供を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品のテイクアウト等における 

食中毒防止啓発リーフレット 

（事業者向け） 

食品のテイクアウト等における 

食中毒防止啓発リーフレット 

（消費者向け） 



- 11 - 

 

 

 

夏季の食中毒が起こりやすい温度や湿度になったときには「食中毒警報」を、冬季

のノロウイルス食中毒の多発時期には「ノロウイルス食中毒注意報・警報」を発令し、

（公社）名古屋市食品衛生協会等を通じて事業者に食中毒防止を呼びかけ、マスメデ

ィアを利用して市民に情報発信を行いました。 

表７ 食中毒警報、ノロウイルス食中毒注意報発令状況 

警報・注意報の種類 発令日 適用条件 

食中毒警報 

令和 5 年 7 月 3 日 第 1,3 項 

7 月 18 日 第 1,3 項 

7 月 26 日 第 1,3 項 

8 月 28 日 第 1,3 項 

ノロウイルス食中毒注意報 令和 5 年 12 月 21 日  

ノロウイルス食中毒警報      令和 6 年 2 月 6 日  

［参考］食中毒警報発令基準（条件が予想される場合も含む） 

発令条件 

第 1 項 気温 30 度以上が 10 時間以上継続したとき 

第 2 項 湿度 90%以上が 24 時間以上継続したとき 

第 3 項 
24 時間以内に急激に気温が上昇して、その差が 10℃以上と

なったとき 

第 4 項 

次の 3 つの条件が同時に発生したとき 

(1) 気温 28 度以上となり 6 時間以上継続したとき 

(2) 湿度が 80%以上となり相当時間継続したとき 

(3) 48 時間以内に気温が 7℃上昇し相当時間継続したとき 

保健所長が特に必要と認めた場合 

発令期間 発令時から 48 時間（自動的に解除） 

 [参考]ノロウイルス食中毒注意報・警報発令の条件と発令期間 

 注 意 報 警  報 

発令条件 

ノロウイルス食中毒あるいはその疑

いが複数発生するなど、必要がある

と認めた場合 

ノロウイルス食中毒が続発する 

など、さらなる注意喚起が必要な

場合 

発令期間 
発令日から同年度の 3 月 31 日まで 

（自動的に解除） 

発令日から 1 週間 

（自動的に解除） 

 

 

食中毒警報等の発令 
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２ 食品関連施設に対する監視指導 

飲食店等の食品衛生法による営業許可が必要な施設や、給食施設・食品販売施設等

の届出を要する施設に対し監視指導を行いました。 

保健センター等による監視指導の結果、食品の取扱いや表示等に関する違反・不適

った施設に対し、営業禁止の行政処分を行うなど、危害拡大防止や再発防止の措置を

行いました（表８）。 

表８ 監視指導結果（施設数は令和６年 3 月末現在） 

業 種 

旧食品衛生法に 

基づく許可を 

要する施設 

改正食品衛生法に 

基づく許可を 

要する施設 

届出を 

要する施設 
計 

施 設 数 25,582 19,660 14,737 59,979 

監視指導延件数 7,752 17,299 9,592 34,643 

違反・不適件数 357 1,513 262 2,132 

行 政 処 分 件 数 9 9 0 18 

※行政処分件数は上表の件数に加え、許可又は届出を要さない施設において 2 件 

 

 

（１）主な食品衛生対策 

食品流通や季節の特性等を踏まえて対策期間等を設定し、収去・指導検査を含め

た監視指導を計画的に行いました（表９）。 

 

事業名 実施期間 主な対象施設 実施結果 

弁当・仕出し等 

衛生対策 
6 月 

弁当・仕出し屋 

そうざい製造施設 

衛生的な製造管理や、食品の適正表示等について指導

しました（収去検査 150 検体、違反等５件）。 

夏季食品 

衛生対策 
７月 

飲食店 

食肉処理・販売施設 

魚介類販売施設 

食肉の十分な加熱調理の徹底や、食品の温度管理等に

ついて指導しました（監視指導 3,284 件、収去検査

376 検体）。 

年末食品 

衛生対策 

11 月 
 

12 月 

正月用食品製造施設 

デパート 

ふぐ料理店 

食品等取扱者の手洗いの徹底や、食品の適正表示等につい

て指導しました（監視指導 6,148 件、収去検査 577

検体、違反等 4 件）。 

輸入食品の 

衛生対策 

年間を 

通じて 
輸入食品取扱施設 

輸入食品の適正表示や、自主検査の実施等について指

導しました（収去検査 513 検体、違反等 1 件）。 

社会福祉施設等

衛生対策 

年間を 

通じて 

社会福祉施設 

保育所 等 

調理従事者・職員等の健康管理や、加熱調理品の十分

な加熱等について指導しました（監視指導 181 件）。 

 

 

 

～ 
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（２）法改正による経過措置の対象施設への対応 

食品衛生法改正により新たに許可業種となった漬物製造業等について、過去の相

談状況や、監視指導計画に基づく定期監視等により、施設の取扱食品や製造工程等

の確認を行う等実態把握に努めました。経過措置の対象と考えられる施設につい

ては、経過措置期間内に許可が取得できるよう、施設基準や手続方法等の必要な指

導や説明を行いました。 

 

（３）適正表示の指導 

食品表示について 10,047 件の監視指導を行い、498 件（アレルゲン、添加物

表示等の衛生事項及び原産地表示等の品質事項）の表示違反等を発見しました（表

10、表 11）。違反等については、保健センター等（衛生事項）や食品衛生検査所

広域監視係（品質事項）が事業者へ改善指導を行いました。また、必要に応じて国

や他自治体の関係機関と連携して対応しました。 

    

    

表 10 表示違反等（衛生事項）の内容  表 11 表示違反等（品質事項）の内容 

 

（４）流通拠点等における食の安全の確保 

 ア 中央卸売市場（本場） 

食品衛生検査所では、熱田区の中央卸売市場本場において監視指導、収去検査等

を行い、本場内を流通する食品の安全確保を図りました。 

  （ア）監視指導 

魚介類競り売り営業、魚介類販売業、野菜果物

販売業等の施設 297 件に対し、11,720 件の監

視指導を行い、食品の衛生的な取扱いや適正な表

示、フグ等有毒な魚介類による食中毒防止につい

て指導しました。また、HACCP に沿った衛生管

理については、計画に基づき適切に衛生管理が実

施されているか確認し、必要な指導等を行いまし

た。 

違反等内容 件数 

添加物 64 

名称 63  

消費期限・賞味期限 61 

アレルゲン 55  

製造者等氏名住所 54 

使用方法・保存方法 39  

その他 32 

計 368 

違反等内容 件数 

原産地名 53 

名称 31 

精米年月日 15 

原料原産地名 9 

原材料名 8 

表示責任者 5 

その他 9 

計 130 

本場における監視指導・収去検査 
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  （イ）収去検査 

中央卸売市場本場内を流通する魚介類の細菌検査や野菜・果物の残留農薬検

査、食品添加物検査を中心に収去検査を行いました（表 15（P.18））。 

この結果、規格基準違反等を発見し、製造所等を管轄する自治体への通知等の

措置を行いました（表 16（P.18））。 

食品中の放射性物質については、本市で定めた検査方針に従って、場内を流

通する魚介類や野菜等 81 検体のスクリーニング検査を行いました。また、学

校給食に使用される食材等 77 検体を収去し、衛生研究所で精密検査を行いま

した。基準値を超えた食品はありませんでした。 

 

イ 市内食品販売施設や流通拠点 

   スーパー、デパート等の市内食品販売施設や流通拠点における食の安全を確保す

るため、食品の適正な表示、販売方法等の監視指導 805 件、流通する食品の収去

検査 1,101 検体を実施しました。また、HACCP に沿った衛生管理について、計

画に基づき適切に衛生管理が実施されているか確認し、必要な指導等を行いまし

た。 

 

（５）食肉の安全の確保 

食肉衛生検査所では、名古屋市南部と畜場でのと畜検査や、南部市場内食肉処

理施設の監視指導を行い、食肉の安全確保を図りました。また、市内の食鳥処理

場の監視指導を行い、鶏肉の加熱用表示の徹底等を指導しました。 

 

 ア と畜場 

（ア）と畜検査 

   南部と畜場においてと畜された全ての牛、豚について、と畜場法に基づき、と

畜検査を行いました。検査の結果、食用不適と判断したものについては、流通さ

れることがないよう廃棄の処分を行いました（表 12）。 

 

表12 と畜検査実施結果 

家畜の種類 検査頭数 全部廃棄頭数 

牛 7,786    22 

豚 199,850 91 

計 207,636 113 

 

（イ）と畜場等への衛生監視指導 

と畜場の HACCP 外部検証について、厚生労働省の通知に基づき策定した実施

計画に沿って、と畜場の監視や記録点検を 1,193 件、切除法による枝肉表面の微

生物検査を牛 60 頭 660 項目、豚 60 頭 300 項目実施し、と畜場の衛生管理の

実施状況を確認し、検証しました。また、外部検証連絡会議を 12 回開催し、と畜
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業者等と検証結果について共有するとともに、必要な改善措置を講じるよう指導

しました。 

市場内食肉処理施設に対しては、立入りや HACCP 関連文書の確認、細菌検査

による衛生管理指導を実施しました。 

そのほか、BSE 対策として、と畜されるすべての牛について、月齢に応じた特

定危険部位の分別管理の指導を行いました。 

 

（ウ）残留動物用医薬品等対策 

南部と畜場においてと畜された牛豚 1,200 頭の食肉 4,997 項目について食品

衛生法に基づく残留動物用医薬品等の検査を行い、生産段階で使用された動物用

医薬品等が食肉に残留していないことを確認しました。その結果、豚 1 頭から基

準値を超える薬剤が検出されたため、廃棄命令を行いました。 

 

イ 食鳥処理場 

市内の食鳥処理場全 21 施設に対して、食鳥肉の衛生的な処理や HACCP に沿

った衛生管理の実施状況について指導又は助言を行いました。また、飲食店等へ販

売する鶏肉の生食等の危険性について周知しました（監視指導 25 件）。 

 

（６）輸出食品への対応 

食肉衛生検査所は、南部市場内の輸出食肉適合施設（6施設）からの輸出食肉衛

生証明書発行申請の都度、施設に立ち入りし加工処理工程等の確認を行い、証明書

を64件交付しました。 
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３ 食品等の検査 

市内で製造・流通している食品等を対象に、細菌検査や理化学検査を行い 23 検体

が食品衛生法に定められた基準等に違反等となりました（表 13）。違反等に対しては、

市内製造所に対する改善指導や製造所等を管轄する自治体への通知等の措置を行いま

した（表 14（P.17））。 
 

表 13 検査実施結果           （ ）内は輸入品の件数（再掲） 

検査区分 
検査実施数 違反等件数 

検体数 項目数 検体数 項目数 

細菌等 
1,395 6,133 22  23  

(129) (471)   

理 

 

化 

 

学 

食品添加物 

5,930※ 

(384) 

1,385 9,073 2  2  

(318) (2,967) (2) (2) 

残留農薬 
334  65,604  4  4  

(86) (22,527) (1) (1) 

残留動物用 

医薬品 

3,831  13,324 1 1 

(87) (1,928)   

PCB・水銀 
22  44    

    

遺伝子組換え 

食品 

30  70   

(12) (34)   

自然毒 
35  35    

(2) (2)   

放射性物質 
208 325    

(10) (10)   

アレルゲン 
29  76   

    

その他の規格 
52  110    

(34) (77)   

器具・容器 

おもちゃ等の規格 

54  294    

(15) (69)   

その他 
86  86    

(15) (15)   

計 
7,026 95,174 29  30  

(513) (28,100) (3) (3) 

※ 検体数については、1 つの検体で複数の検査区分に該当するものがあります。 
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表 14 収去検査※1 により発見された食品衛生法違反等 

分類 品名 内容（括弧内は項目数） 措置 

規格基準※2 

違反 

（7 検体） 

フキ 
残留基準を超える農薬ダイア

ジノンを検出（1） 

輸入者、製造所等を

管轄する自治体に通

知 

即席麺 
使用対象外の黄色 4 号を検出

（1） 

豚枝肉 

残留基準を超える動物用医薬

品マルボフロキサシンを検出

（1） 

レトルトカレ

ー 

指定外添加物の TBHQ を検出

（1） 

紅茶 
残留基準を超える農薬ヘキソ

コナゾールを検出（1） 

洋梨 
残留基準を超える農薬プロパ

ルギットを検出（1） 

りんご 
残留基準を超える農薬メプロ

ニルを検出（1） 

名古屋市食品 

指導基準※3 

不適 

（22 検体注） 

弁当及び 

そうざい 
細菌数超過（5） 

製造所等を管轄する

自治体に情報提供 

または保健センター

等が製造所等を改善

指導 

魚介類加工品 
細菌数超過（3） 

腸炎ビブリオ陽性（1） 

生菓子 
大腸菌群陽性（11） 

ブドウ球菌陽性（1） 

その他の食品 細菌数超過（2） 

表示違反 

（2 検体） 

漬物 
表示にないソルビン酸を検出

（1） 保健センターが製造

所等を改善指導 バターチキン

カレー 

表示にない黄色 5 号を検出

（1） 

注）1 つの検体で複数の項目が不適となったため、検体数と項目数の合計は一致しま

せん。 

 

※１ 収去検査 

食品衛生法等に基づき、製造所や販売所に食品衛生監視員が立ち入り、試験検査の

ため必要な限度において検体（食品、器具、おもちゃ、食品添加物等）を無償で採取す

る行為をいいます。各食品等には規格基準等が定められており、検査でそれらが守ら

れているか確認します。 
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※２ 規格基準 

食品衛生法第 13 条及び第 18 条に基づいて、公衆衛生の見地から定められた食品

等の成分規格や製造等について定めたものです。食品添加物の使用基準や農薬等の残

留基準等があります。 

 

※３ 名古屋市食品指導基準 

主にそのまま食べる食品について、食中毒等による危害の発生を防止し、あわせて

事業者による自主管理の推進を図ることを目的として本市が独自に定めたものです。 

 

表 15 中央卸売市場本場内を流通する食品の検査実施結果（表 13 再掲） 

検査区分 
検査実施数 違反等件数 

検体数 項目数 検体数 項目数 

細菌等 682 3,613 11 12 

理化学 897 37,616 3 3 

計 1,579 41,229 14 15 

 

 

表 16 中央卸売市場本場内を流通する食品の収去検査により発見された食品衛生

法違反等（表 14 再掲） 

分類 品名 内容（括弧内は項目数） 措置 

規格基準 

違反 

（3 検体） 

フキ 
残留基準を超える農薬ダ

イアジノンを検出（1） 

製 造 所 等 を 管

轄 す る 自 治 体

に通知 

洋梨 

残留基準を超える農薬プ

ロパルギットを検出

（1） 

りんご 
残留基準を超える農薬メ

プロニルを検出（1） 

名古屋市食品 

指導基準 

不適 

（11 検体注） 

生菓子 大腸菌群陽性（6） 
製 造 所 等 を 管

轄 す る 自 治 体

に情報提供 
魚介類加工品 

細菌数超過（3） 

腸炎ビブリオ陽性（1） 

その他の食品 細菌数超過（2） 

注）1 つの検体で複数の項目が不適となったため、検体数と項目数の合計は一致しま

せん。 
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細菌の検査                  残留農薬の検査 

４ 危機管理体制の整備と緊急時の対応 
（１） 食中毒等健康被害発生時の対応 

病因物質別では、カンピロバクターによる食中毒が 6 件で最も多く発生し、ノロウ

イルスによる食中毒が 5 件、アニサキスによる食中毒が 3 件発生しました。 

食中毒発生時には、保健センター等が関係機関と連携して患者調査や検査を行い、原因究

明を行いました。原因施設に対しては、営業禁止等の措置により、被害拡大を防止するとと

もに、事業者への衛生教育や施設消毒の徹底等により再発防止を行いました。 

 また、令和 6 年 3 月末に発生した紅麹を含む食品による健康被害の初動対応において、

当該食品の喫食を直ちに中止するようホームページで情報発信し、被害拡大の防止を図り

ました。 

 

表 17 食中毒発生状況（令和 5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）違反食品等発見時の対応 

「Ⅳ ３ 食品等の検査」（P.16）において、食品衛生法に定められた規格基準等に

違反又は不適合であった食品等は、市内製造所に対する改善指導や製造所等を管轄

する自治体への通知等の措置を行いました（表 14（P.17））。 

 

（３）食中毒等の公表 

食中毒や違反食品による被害拡大の防止や健康被害のおそれのある食品の速やか

な排除のため、緊急に注意喚起が必要な事例について、ホームページにより迅速に情

報提供しました。 

 

 

 

 

 

 

病因物質 件数 患者数 

ノロウイルス 8 315 

カンピロバクター 7 38 

アニサキス 6 6 

黄色ブドウ球菌 2 20 

ウェルシュ菌 1 17 

サルモネラ属菌 1 18 

腸管出血性大腸菌 O157 1 4 

クドア・セプテンプンクタータ 1 10 

計 27 428 
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（４）市民からの苦情・相談への対応 

市民から保健センター等に、有症苦情、食品等への異物混入や不衛生な食品の取扱

査を行い、必要に応じて他自治体と連携を図りながら、原因施設に対し、再発防止等

を指導しました。 

 
 

 
 

 
※1 有症苦情 食品を食べて健康を害したという苦情相談 

（調査の結果、食中毒と断定されなかったもの） 
 
※2 その他  営業の許可に関する苦情相談、産地に関 

する苦情相談等 
 

保健センター等窓口における苦情受付件数 

 

（５）災害時の食品衛生の確保 

避難所における食中毒防止対策に関するリーフレットを作成し、市内各区で実施

する各種防災訓練において、避難所運営の関係者や市民に配布すること等により 

周知啓発を図りました。 

なお、災害が発生した場合には、「名古屋市地域防災計画」に基づき、災害発生地

域内の食品関係施設への監視指導や、避難所における食品の取扱いに関する指導を

行います。 

 

５ 食品衛生業務に係る人材育成 

 事業者に対し適切な監視指導等を実施するため、HACCP や食品表示、疫学、検査

等について食品衛生監視員を対象とした各種研修を行いました。 

また、厚生労働省等が主催する各種専門の研修会へ職員を派遣し、最新の衛生管理

知識等の習得を図りました。 

 

異物内訳 件数 
割合

（％） 

合成樹脂 29  18.6  

虫 22  14.1  

金属 13  8.3  

髪の毛 13  8.3  

食品の一部 13  8.3  

ゴキブリ 9  5.8  

寄生虫 6  3.8  

紙類 2  1.3  

その他 39  25.0  

不明 10  6.4  

計 156  100  

 異物混入件数内訳 

（※１） 
（※２） 
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１ 事業者への情報提供 

（１）食品衛生責任者講習会 

「食品衛生責任者」は施設の衛生管理について中心的な役割を担い、HACCP に

沿った衛生管理を実施する全ての営業許可・届出対象施設で選任する必要がありま

す。会場と e ラーニング（自宅や店舗等で、パソコンやスマートフォンにより動画

等を視聴し受講する方法）の二つの受講方法で講習会を開催し、営業許可・届出制度、

HACCP に沿った衛生管理、フグの取扱い規制などの法改正に関する情報を含めた

国が示す標準的なプログラムに沿った内容の情報を提供しました（表 18）。 

 

表 18 食品衛生責任者講習会実施状況 

講習会 受講者数 
うち e ラーニング

受講者数（再掲） 

養成講習会 3,081 1,105 

実務講習会 3,164 862 

 

（２）食の安全に関する講習会 

HACCＰに沿った衛生管理についての講習を含めた自主管理講習会や、保健セン

ター等による食品衛生講習会等を通じて、事業者の食の安全・安心に対する意識を

高め、事業者自らが取り組む衛生管理の推進を図りました（表 19）。 

 

表 19 食の安全に関する講習会実施状況 

講習会 実施回数 受講者数 

自主管理講習会 3 84 

保健センター等による 

食品衛生講習会等 
151 3,497 

計 154 3,581 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 
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２ 制度に関する指導等 

（１） 食品等の自主回収（リコール）情報報告制度 

 事業者が食品衛生法又は食品表示法に違反する（違反のおそれを含む）食品等を

自主回収する場合には、保健所への届出が義務づけられています。 

 本市でも、事業者からの自主回収情報の届出を受け、把握した情報を全国共通の

食品衛生申請等システムにおいて公表しました（表 20）。 

  

表 20 食品リコール自主回収報告受理件数 

回収の理由 件数 

アレルゲン表示の欠落 12 

期限表示の誤記載 ８ 

カビ発生の恐れ ４ 

期限切れ商品の販売 １ 

保存方法の誤り 1 

虫の混入 １ 

その他 6 

計 33 

 

 

（２） 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度 

食品用器具・容器包装について、材質が合成樹脂のものを対象に、安全性を評価

した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。関係事業

者に対し、施設への監視等により必要な周知・指導を行いました。 

 

３ 食品衛生団体等への支援 

公益社団法人名古屋市食品衛生協会に対し、食品衛生指導員への研修を行うととも

に、食品衛生パレードでの啓発、食中毒警報等の緊急情報の伝達及び食品衛生指導員

による巡回指導等、自主管理推進事業への支援を行いました。 
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４ 食品衛生自主管理認定制度 

名古屋市食の安全・安心条例に基づき、食の安全の確保に 

関するより優れた取組みを行っている事業者を認定し、公表 

することにより、市内の食品関係施設全体の衛生管理水準の 

向上、消費者へのより安全性の高い食品の提供を目指す制度 

です。 

 令和 5 年度は新たに 4 施設認定し、計 69 施設となりまし

た。 

 

 

 

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-12-18-9-2-0-0-0-0.html 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なごや 食の安全 検索 

自主管理認定施設一覧 

トップ＞消費者のみなさまへ 

    ＞自主管理認定制度 

     ＞自主管理認定施設一覧 

名古屋市食品衛生 

自主管理認定マーク 

http://#
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１ リスクコミュニケーション事業  

「Ⅲ 3 リスクコミュニケーションの充実」（P.４）を参照。 

 

２ 食の安全に関する情報発信 

（１）名古屋市公式ウェブサイト 

公式ウェブサイト内に、食の安全に関するポータルサイト「食の安全・安心をめざ

して（食の安全・安心情報ホームページ）」を設け、市の施策、家庭における食中毒

の予防方法、表示に関する知識等について迅速に情報提供しました。 

  令和4年度監視指導計画実施結果、令和5年度夏季、年末食品衛生対策の実施結果の

概要等を、ホームページ、マスメディアへの情報提供等により公表しました。 

また、「広報なごや」やリーフレット等も活用して、市民の皆様に食中毒予防や食

品表示の基礎知識等の情報を積極的に提供しました（表21）。 

表 21 広報なごや掲載内容 

区分 掲載タイトル 

5 月 ・カンピロバクター食中毒を防ぎましょう！ 

7 月 ・夏場の食中毒に注意しましょう！  

11 月 ・ノロウイルス食中毒を予防しよう！ 

 

（２）なごや「よい食」メール（メールマガジン） 

食の安全・安心に関する最新情報をお届けする「なごや『よい食』メール」では、

食中毒警報の発令、食の安全に関する記事等について計53回配信しました（表22）。 

 

表 22 記事の内容（抜粋） 

区分 記事の内容 

４月 ・有毒植物にご注意を！ 

５月 
・カンピロバクター食中毒に注意！～お肉は十分に加熱して食べましょう

～ 

６月 
・６月は食育月間です！ 

・輸入食品の安全性確保の取り組みについてご紹介します！ 

７月 
・エコバッグを清潔に使いましょう！ 

・お弁当作りによる食中毒を予防しましょう！ 

８月 

・「一日食品衛生監視員」が市場の監視を行いました！ 

・真空パックでも「要冷蔵」のものは冷蔵を！しっかり表示を見て保存・調

理をしましょう 

Ⅵ リスクコミュニケーション事業及び情報発信 
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９月 
・避難所における食中毒予防対策 

・毒キノコによる食中毒に注意しましょう！ 

10 月 ・食の安全・安心フォーラムを開催します 

11 月 
・遺伝子組換え食品の安全性審査と表示について 

・気を付けよう！ノロウイルス食中毒 

12 月 ・赤身魚でアレルギー症状？ヒスタミンによる食中毒です！ 

1 月 
・いわゆる「大麻グミ」には要注意！ 

カフェインを含む食品の摂りすぎに注意しましょう 

2 月 ・お肉の低温調理のコツ～安全においしく調理する～ 

3 月 
・ホタルイカを安全に美味しく食べましょう！ 

・健康食品を正しく利用するために 

 

（３）X（旧：Twitter）（なすこ＠食品安全・安心学習センター） 

食品衛生検査所（食品安全・安心学習センター）から、食中毒関係などの食の安全

に関する情報や、食品安全・安心学習センターが実施する講座の案内などについて、

計107回配信しました（表23）。 

 

表23 主な配信内容（配信回数）   配信例  

・食中毒関係（47） 

・食品に関する情報（12） 

・食中毒警報関連（3） 

・市場、検査所紹介（3） 

・講座、イベント案内（26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ターゲティング広告 

  カンピロバクター食中毒の患者が多い年代層、飲食店等で鶏の生食メニューに触

れる機会の多いと思われる方等を対象に、カンピロバクター食中毒の予防につい

て、Facebook、Instagram でバナー広告（81 万件）、YouTube で動画広告（8

万件）を配信し、啓発を行いました。 
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食の安全・安心をめざして 

（なごや食の安全・安心情報ホームページ） 
 

食の安全に関する情報を総合的に情報提供します。 

 
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-12-0-0-0-0-0-0-0.html 

なごや「よい食」メール 
 

食の安全に関する読み物、緊急情報や、名古屋市からのお知らせなど、 

食の安全に関する最新の情報をお知らせします。ご自宅のパソコンだけで 

なく携帯電話やスマートフォンでもご登録いただけます。 

 

★登録方法はこちら↓ 

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000094337.html 

 

X（旧：Twitter）（なすこ＠食品安全・安心学習センター） 
 

食品安全・安心学習センター（食品衛生検査所）から、 

ナスフラスコのなすこが食の安全に関する気になる情報を 

つぶやきます。 

 

「なすこ＠食品安全・安心学習センター」  

https://twitter.com/kensa_nagoya 

「よい食」ダイヤル 
 

食品の取扱いや施設の衛生管理に関する情報など、食の安全についての情報を 

お寄せください。 

＜電話＞ 受付時間：月曜日から金曜日(祝日および休日を除く) 

午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

 0 5 2 – 9 6 1 – 4
よ

 1
い

 4
しょ

 9
く

 

＜電子メール＞ a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

令和５年度 名古屋市食品衛生監視指導計画実施結果 

発行年月 令和６年 6 月 

名古屋市保健所生活衛生部食品衛生課 

電話番号 052-972-2646 

Fax 番号 052-955-6225 

電子メール a2653@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

なごや 食の安全 検索 
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